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三田市条例第  号 

 

   三田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

三田市国民健康保険税条例（昭和３２年三田町条例第１３号）の一部を次のよう

に改正する。 

第３条第１項中「１００分の６．９２」を「１００分の６．９８」に改める。 

第４条中「２７，６００円」を「２９，１００円」に改める。 

第５条第１号中「２１，２００円」を「２１，３００円」に改め、同条第２号中

「１０，６００円」を「１０，６５０円」に改め、同条第３号中「１５，９００円」

を「１５，９７５円」に改める。 

第６条中「１００分の２．６１」を「１００分の２．７３」に改める。 

第７条中「１１，０００円」を「１１，７００円」に改める。 

第７条の２第１号中「８，０００円」を「８，３００円」に改め、同条第２号中

「４，０００円」を「４，１５０円」に改め、同条第３号中「６，０００円」を「６，

２２５円」に改める。 

第８条中「１００分の２．４９」を「１００分の２．６１」に改める。 

第９条中「１１，７００円」を「１２，８００円」に改める。 

第９条の２中「６，０００円」を「６，４００円」に改める。 

第２１条第１項第１号ア中「１９，３２０円」を「２０，３７０円」に改め、同

号イ(ｱ)中「１４，８４０円」を「１４，９１０円」に改め、同号イ(ｲ)中「７，４

２０円」を「７，４５５円」に改め、同号イ(ｳ)中「１１，１３０円」を「１１，１

８３円」に改め、同号ウ中「７，７００円」を「８，１９０円」に改め、同号エ(ｱ)

中「５，６００円」を「５，８１０円」に改め、同号エ(ｲ)中「２，８００円」を「２，

９０５円」に改め、同号エ(ｳ)中「４，２００円」を「４，３５８円」に改め、同号

オ中「８，１９０円」を「８，９６０円」に改め、同号カ中「４，２００円」を「４，

４８０円」に改め、同項第２号ア中「１３，８００円」を「１４，５５０円」に改

め、同号イ(ｱ)中「１０，６００円」を「１０，６５０円」に改め、同号イ(ｲ)中「５，

３００円」を「５，３２５円」に改め、同号イ(ｳ)中「７，９５０円」を「７，９８

８円」に改め、同号ウ中「５，５００円」を「５，８５０円」に改め、同号エ(ｱ)

中「４，０００円」を「４，１５０円」に改め、同号エ(ｲ)中「２，０００円」を「２，



０７５円」に改め、同号エ(ｳ)中「３，０００円」を「３，１１３円」に改め、同号

オ中「５，８５０円」を「６，４００円」に改め、同号カ中「３，０００円」を「３，

２００円」に改め、同項第３号ア中「５，５２０円」を「５，８２０円」に改め、

同号イ(ｱ)中「４，２４０円」を「４，２６０円」に改め、同号イ(ｲ)中「２，１２

０円」を「２，１３０円」に改め、同号イ(ｳ)中「３，１８０円」を「３，１９５円」

に改め、同号ウ中「２，２００円」を「２，３４０円」に改め、同号エ(ｱ)中「１，

６００円」を「１，６６０円」に改め、同号エ(ｲ)中「８００円」を「８３０円」に

改め、同号エ(ｳ)中「１，２００円」を「１，２４５円」に改め、同号オ中「２，３

４０円」を「２，５６０円」に改め、同号カ中「１，２００円」を「１，２８０円」

に改め、同条第２項第１号ア中「４，１４０円」を「４，３６５円」に改め、同号

イ中「６，９００円」を「７，２７５円」に改め、同号ウ中「１１，０４０円」を

「１１，６４０円」に改め、同号エ中「１３，８００円」を「１４，５５０円」に

改め、同項第２号ア中「１，６５０円」を「１，７５５円」に改め、同号イ中「２，

７５０円」を「２，９２５円」に改め、同号ウ中「４，４００円」を「４，６８０

円」に改め、同号エ中「５，５００円」を「５，８５０円」に改める。 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この条例による改正後の三田市国民健康保険税条例の規定は、令和６年度以後

の年度分の国民健康保険税について適用し、令和５年度分までの国民健康保険税

については、なお従前の例による。 


